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特例事業承継税制の創設 

 事業承継の際の相続税・贈与税の納税を猶予・免除する「事業承継税制」について、10年間の特例措

置として、適用要件の緩和をはじめ大幅な拡充が行われます。具体的には、今後 5年以内に「特例承継

計画」(仮称)を提出し、10年以内に贈与・相続による事業承継を対象として、(１)対象株式数上限等の撤

廃、(２)雇用要件を実質的に撤廃、(３)対象者の拡大、(４)新たな減免制度など、これまで利用の妨げと

なっていた要件が大幅に緩和され、使いやすい制度として新たに創設されます。 

 

適用 平成 30年 1月 1日から平成 39年 12月 31日までの贈与等が対象 

※ 平成 35年 3月 31日までに特例承継計画の認定が必要です。 

 

「特定承継計画とは」 

認定経営革新等支援機関の指導や助言を受けた特例認定承継会社が作成したものであって、その承継会

社の後継者や承継時までの経営見通し等が記載されたもの 

 

① 猶予対象株式数の上限の撤廃・猶予割合を 100%に拡大 

 

現  行                   特  例 

先代経営者から贈与又は相続された非上場      対象株式数の上限を撤廃し、猶予割合 

株式等のうち、議決権株式総数の２／３まで     を 100%に拡大 

の株式が猶予対象                 承継時の相続税・贈与税の負担をゼロに！ 

 

 

現行、相続税の場合、猶予割合は８０%のため猶予対象は約５３%（全株式の２／３の８０%）になり 

残り４７%は納税が必要になります。 

特例では、全株式の相続税・贈与税の全額が猶予されます。 
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